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1 は じ め に一年俸制 を め ぐ る状況ー

平成不況下の現在， 日 本企業の賃金制度 は，

職能資格 制度を中心とする人事 ・賃金の ト ータ

ル システ ム としての能力主義 管理か ら 成果 ・

業績主義をめ ざす方向へとその重 心を移行しつ

つある九年俸制は， この動きの中で近年注目 を

集めている賃金制度である。

1994年の賃金労働時間制度等総合調査報告に

よると， 年俸制を導入している企業は， 企業規

模1 , 000人以上の企業で7. 9%， 調査産業計では

4. 3%にとどまっている（労働大臣官房政策調査

部編著（1996) , 17頁）。 また， 年俸制を導入し

1 ） 職能資格制度は，能力主義管理を具現する人事制度
の要として ，1980年代に日 本で大企業を中心に普及し

たも の である。 詳細については，鬼丸（ 1998）を参照
されたい 。

鬼 丸 子日目口月

ている企業における年俸制の職種別適用企業社

数割合（複数回答） は， 管理職が80. 0%， 次い

で専門職22 .8%， 営業職18 .3%， 研究職11. 5%

等である（労働大臣官房政策調査部編著（1996) ,

18頁）九 さらに， 社会経済生産性本部生産性 研

究所が1997年に実施した調査3）では， 現在年俸

制をすでに導入している企業は18. 7%である。

年俸制の導入時期をみると， 1995年以降に急速

に導入企業が増 えており， とくに 4 分の 1 の企

業が1997年以降に導入している（図表 1 ）。 年俸

図表 1 年俸制 の導入時期
単位 （社 ） ，%

ir 計 (71) 
100. 0 

90年以前 19. 7 
91年 2. 8 
92 4. 2 
93 7. 0 
94 7. 0 
95 12. 7 
96 18. 3 
97 25. 4 

注 ） 年俸制を導入している 71社 が対象 。
出所 ） 社会経済生産性本部生産性研究所（ 1998） 「 年俸に

関する実態と意識一導入企業は 2割弱 ，対象は「部
長 ク ラ ス j が 9割 J 『労政時報』 第 336 0号 ， 42頁，
別表。

2 ） ち な みに，年俸導入企業の 1企業平均 年俸制適用労
働者数は，6 . 3%である（労働大臣官房政策調査 部編著

(1996) ,  18頁）。
3 ） 本調査 は，人事制度改革 の方向性を探るため ，労務
担当者 の意識や各種制度 の 実施状況を調べたも の で
ある。 調査 時期は1997年11月 ，調査 対象は上場企業
2, 246社 の人事労務担当者で ，う ち 380社 の 回答を得て

しユる。
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制対象者 は， 「部長クラス」が最も多く87 . 3%, 

次いで「役員クラスj が49 .3%， 「専任職（ 管理

職待遇）Jは26 .3%となっている。 現在年俸制の

対象となっているのは， 主と して 管理職， それ

も部長 ク ラ ス以上の 管理職であるとい える。

近年， 年俸制導入企業が増加傾向にあるとは

い え， 日本企業におげるこの試みはまだ端緒に

ついたばかりである。 にもかかわらず， 年俸制

を分析対象と して取り上げたの は， 年俸制のも

つ く 規範力 ＞ という役割に着目 し たからであ

る。 日経連職務分析セ ンター編著（1996） は，

この点について， 以下のように説明 している。

すなわち ， 「賃金処遇に限定 し てい えば必ず し

も， 年俸制でなければ所期のねらい， 目的を実

現できないわけでもない例がみられる」にもか

かわらず（序文）， 「あ えて年俸制と称 して従来

の考え方に一線を画 しているjのは， 「少なくと

も現段階では， く 年俸制 ＞ と いう言葉に， 年功的

属人給中心から職務給 ・成果給へ， あるいは潜

在能力給から顕在能力給への明確な移行を標梼

するく 規範力 ＞ をもたせている」からである（ 日

経連職務分析セ ンター編著（1996) , 13頁）。 こ

の く 規範力 ＞ に着目 して年俸制に関する分析を

行うことで， 年功的属人給中心から職務給 ・成 、

果給へ， あるいは潜在能力給から顕在能力給へ

の明確な移行がいかに行われようと しているか

を探ることができると考えられる。換言すれば，

能力主義から成果主義への移行過程を追及する

事ができるのである。

日経連は， 企業のグロー パル化， 従業員の就

業意識の変化， 雇用の流動化等の環境変化に対

応 した人事 ・賃金制度を取る必要があると認識

している。 そのために， 各自の人事 ・賃金等の

処遇は，「基本的には能力， 成果を中心とする処

遇制度に していく」 必要があると している（新 ・

日本的経営 システ ム 等 研究 プ ロジェク ト編著

(1995) ,  35頁）。

図表 2 には， そのような認識を踏ま えた上で，

これまでの賃金制度に残存 していた年功的な要

素を払拭する具体的な人事制度 と し て雇用 グ

ノレー プ 毎の処遇の考え方が示されている。 図表

2 の長期蓄積能力活用型グ ルー プ ， 高度専門能

力活用型グ ルー プおよび雇用柔軟型グ ルー プ の

3類型それぞれについて， 賃金制度や処遇等が設

定されている。 これまでの制度は， 職能資格 制

度 に基づき，「各人の能力， 適性， 意欲等を考慮

して構成に処遇するいわゆる複線型のものへと

変 えていく必要があるJ（新 ・日本的経営 システ

ム 等 研究 プロジェク ト編著（1995) , 36頁）。

特に， 長期蓄積能力活用型グ ルー プ について

は， 図 3 に示されているように， 一定の資格 ま

で「能力給j と「年齢給」の二本立てだが， 一

定の資格 以上については「洗い替 え方式（複数

賃率表） による職能給j ない しは「年俸制」の

適用が望ま しいと している（新 ・ 日本的経営 シ

ス テ ム 等 研究 プ ロジェク ト 編 著 (1995) , 39 

頁）九 これらの賃金制度を導入することで， 従

来の賃金制度に存在 した属人的な要素が払拭で

きるとされる。

しかも， ここで推奨されている「年俸制Jは，

図表 4 ' 5 からわかるように， 「賃金十 賞与」と

いったいわゆる「 日本型年俸制」5）である（新 ・日

本的経営 シ ス テ ム 等 研 究 プ ロジェク ト 編 著

(1995) , 39-40頁）。「 日本型年俸制」の導入に

より， 各人のその年々の業績（成果） によって

支給額が決定されることになる。 このとき， 各

人の業績（成果） にたいする評価は， 図表 5 に

示されているように目 標 管理査定を中心に行わ

4） 労働大臣官房政策調査 部編著 （1 996）は ， 年 俸制を
「 労働者に 支給する 基本的な 賃金の 全額を 年 俸制適
用労働者の 一年 の業 績な どにより 決定し ， 1 年 分 まと
めて 提示する 賃金制度j と 定 義している 。
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図表 2 雇用グルー プと処遇 の 考 え 方
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長期蓄積能力活用型グルー プ 高度専門能力活用型グルー プ 雇用柔軟型グルー プ

人 事 賃 金 人 事 ： 賃 金 人 事 ： 賃 金

技
術
職

出所 ） 新 ・ 日 本 的 経営 シ ス テ ム 等研究プ ロ ジ ェ ク ト 編著 （ 1995） 『新時 代 の 「 日 本 的 経営J 挑戦す べ き 方向とその具体
策－』 日 本経営者団体連盟 ， 36 頁，図表 9。

れ る 。 さらに， 賞与部分の ウ エ イ トを高めてい

き， 同時にその「業績， 貢献度反映の度合いを

高めていく」 ことが見込まれてい る （新 ・ 日 本

的 経 営 シ ス テ ム 等 研 究 プ ロジェク ト 編 著

(1995) ,  40頁）。

本 論の目 的は， く 規範力 ＞ の役割を担わされ

た年俸制がどのように企業に導入されてい る か

5 ） 以下 ，本稿では，と くに断 ら ないか ぎ り 日 本型 年俸
制 を 年俸制 と記述する。

日 経連職務分析セ ン タ ー編著 （ 1996 ） では，ア メ リ
カ の 年俸制 お よび ヨ ー ロ ッ パ の 年俸制について の概
要 を 次 の ように説明している。 ア メ リ カ の場合 ，年俸
制 が適用されるのは上級 の ホ ワ イ ト カ ラ ー や役員層
である。 ホ ワ イ ト カ ラ ー では，職種によ り 賃金水準 が
一定 の範囲で定 ま っ ている。 年の レ ン ジ 内で昇給 が
行われるが，基本給である 年俸額は職務 が変わ ら な
い限 り 原則として下 がるこ とはな く ，最悪で も 横 ぱ
いである。 一方 ，経営者や それに近い層はindividual
payであ り ，職種 の み な ら ず個人 の能力 ，力量 ，実績
と考慮して個別に定 め ら れる。 個人 の成果 も 厳し く
問われ ，実績 の上 がったも のには，ボ ー ナ ス や ス ト ッ
ク オ プシ ョ ン な ど の 特典 も 別途与 え ら れる。

ヨ ー ロ ッ パ の場合 も ，基本 的にはア メ リ カ と同様で
あるが，ア メ リ カ ほ ど極端ではない。 （以上 ，日 経連
職務分析セ ン タ ー 編著 （ 1996), 23 25頁よ り ）

を検討す る ことを通じて， いかな る 形で賃金制

度が変容を遂げつつあ る のかを明らかにす る こ

とであ る 。 そのための手がかりとして， まず次

節で年俸制をめぐ る 諸 見解を評価（査定） を軸

に整 理す る 。

2 年俸制 を め ぐ る 諸見解

2-1 年俸制 に た いす る 企業 お よ び制度適用

者の見解

職能資格制度を中 心とす る 一連の人事制度は

1980年代に大企業の多くで導入されたが， 顕在

能力よりも潜在能力を重視してい る こと， 運用

が年功的になりやすいこと， 降格人事を行いに

くいこと等が問題点とされてい る 。 年俸制は上

記の問題点の克服を目 指して導入されつつあ る

が， その実態はどうであ ろ うか。

まず， 日 本人事行政 研究所が1995年に行った

調査により年俸制の導入 理由（複数回答） をみ
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年俸制支払方法の一例（長期蓄積能力活用型グルー プの賃金）

職能給
年俸制

賃

金職能給
年俸制

図表 3

賃

金
積み上げ職能給

ま た は
洗い替え職能給

積み上げ職能給
ま Tこ は

洗い替 え職能給

職務 ・
ない し

職務 ・
ない し

職 能 給

定年一定資格以上定年一定資格以上

出所）新・日 本的経営 シス テ ム等研究プロジ ェ ク ト 編著（1995）『新時代の 「 日 本的経営」 －挑戦すべき方向とその具体
策－』 日 本経営者団体連盟，39頁， 図表10 。

年俸制のタ イ プ

(2) 日 本型年俸制の タ イ プ

図表 4

二 年俸
額

十

年俸 レンジの概念(1) 

年
俸

額

間

賞

与

× 12カ 月

ー：： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ［ ： ： ： ： ： ［ ： ：

基本年収

出所）新・日 本的経営 システ ム等研究プロジ ェ クト編著（1995）『新時代の 「 日 本的経営J －挑戦すべき方向とその具体
策 』 日 本経営者団体連盟，88頁， 図表13 。

級等

目標設定，評価の流れと評価項 目図表 5
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(1) 

｜ 会社方針 ｜→｜ 各人の目標設定 ｜→｜

－ 資格に応 じ た 目
標設定

・ 上司と話し合い

出所）新・日 本的経営 システ ム等研究プロジ ェ ク ト 編著（1995）『新時代の 「 日 本的経営J －挑戦すべき方向とその具体
策－j 日 本経営者団体連盟，88頁，図表14 。
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る と ， 業績を重視し， 働く意欲を高 めるため

(87%），責任の重さと業績に対し公 平な配分を

するため（73%）， 経営への参加意識を高めるた

め（47%）， 仕事の目 標を明確にし， 社内の活性

化を図 るため（47%） といった項目 が挙げられ

ている（ 日本人事行政研究所（1996) , 14頁）。

逆に， 同調査で挙げられた問題点、は， 評価の方

法 ・基準の策定（客観性 ・公 平性を含む） の困

難性（84. 0%） を筆頭に， 業績の評価の困難性

(79 . 1 %）， 目 標 達 成 度 の 測 定 の 困 難 性

(69 . 4%）， 業務遂行目 標の困難性（55 . 9%） 等

となっている（ 日本人事行政 研究所（1996) , 16 

頁）。

一方， 1997年に労務行政 研究所編集部が 管理

職年俸制適用 者 にたいして行った調査6）から，

以下の結果が示された。

まず，適用者 からみた年俸制導入のねらいは，

年 功 賃 金 に 代 わ る 新 し い賃 金制 度 の 確 立

(62 . 2%），目 標 管理・業績評価の徹底（58 . 3%) ,

人件費（ コ ス ト） 圧縮（47 . 3%） である。

年俸制適用について， 肯定的評価は38 . 5%,

他方否定的評価は13 . 2%， 「どちらとも言 えな

い」が39 . 2%であった。 肯定的評価は1994年の

前回調査時（59 . 6%） と比較して 2 割近い減少

を示している。 また， 年俸制適用による プ ラ ス

効 果 は， 実 績 主 義 が 高 まった ・強 まった

(66 . 4%）， 目 標達成意識が高まった（60 . 4%) ,

チャレ ン ジ 意欲が高まった（41 . 0%） が挙げら

れている。 マ イナス効果としては， 査定内容が

厳しくなった（44. 5%）， 将来への不満が強まっ

た（30 . 4%）， 査定に不満（27 . 9 %） が上位を 占

めている7）。

6 ）調査 対象及び調査 方式は， 年 俸制を 導入している企
業のうち， 現在制度を 適用されている 管理職（課長職
相当以上）3 ,205 人への 郵送による 個人調査。調査 時 期

は 1996 年 1 1 月27 日 ～1997年 1 月 10 日。 集計対象は， 上
記調査 対象のうち 回答のあった 283人（ 回収率 8.8%）。

さらに， 年俸制においては， 「自己の目 標の設

定とその評価を上長との面接を通じて」つまり

目 標 管理制度による評価が行われている（ 日経

連職務分析セ ンター編著 (1996) , 39頁）。 この

目 標 管理制度については， 以下のような結果が

示された。 すなわち， 目 標設定について，「目 標

のレベ ルを定量的に計るのが難しいため， 上司

との意識にズレがある」という回答が64.7%を

占め，「目 標設定が適正に行われているjという

回答は14. 8%にとどまる。また， 評価面接時に，

「雰囲気もよく，気兼ねなく意見が述べられる」

が39 . 6%，「全体的に形式的で意見が十分に反映

されていないj が29 . 7%となっている。

全般的に， 年俸制適用 者 からみた年俸制の評

価は， 企業からみた年俸制の評価と比較して，

年俸制に対して懐疑的であるとい えよう。 年俸

制適用 者は， 年俸制を企業が感じる以上に問題

点、が多い制度とみなしている。 とくに， 成果 ・

業績の測定方法 や評価基準に関しては， 懐疑的

評価を下している。

企業に対する調査と年俸制適用者 に対する調

査とを比較すると， 以下のようになる。 日本人

事行政 研究所が企業を対象に行った調査では，

人件費（ コ ス ト） 圧縮を挙げた企業は 1 割に満

たなかった。 一方， 制度適用 者 からみた調査結

果によれば， 人件費（ コ ス ト） 圧縮を年俸制導

入のねらいに挙げる者 が 5 割 近くに達してい

る。 このように実際に制度を適用される 管理職

が年俸制を人件費圧縮手段とみなしていること

は，年俸制導入のもともとの主 旨と合致しない。

このような受け止め方の違いが生じている点に

年俸制の問題の一端が見て取れよう。 その原因

のーっ と考えられるのが評価すなわち査定の問

7 ) い ずれの 項 目について も 「変わ らない jと する 回答
が多かった。 実際に， 「査 定に 納得Jと 回答した 割合は，
27.9%に 過ぎない。
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題である。 企業 ・適用者 双方とも に， 評価 ・査

定の困難性を感じている。 このように， 年俸制

をみる上で， 評価 ・査定が一つの重要な点で、あ

ると考えられる。 そこで次 に ， 年俸制に関して

どのよ う な見解があるのかを， 査定との関係を

中心に整 理する。

2-2 年俸制に関する諸見解

ここでは， 年俸制に代表される成果主義賃金

の受容 に積極的か消極的かの 2 類型 に大別して

検討を行う。

まず， 年俸制に代表される成果主義賃金の受

容 に積極的な見解をみる。この見解の底流には，

頑張る人も頑張らない人も同じ処遇というのは

むしろ悪平等で、あるとする考 え方がある8）。 こ

の見解では， これまでの賃金制度 においても，

査定は個人の能力をはかり， それを積極的に評

価する ものとみなし， 結果として昇進や処遇 に

格 差が生じることもやむを得ないとして， 能

力 ・業績主義中心の人事政策を受容していた。

したがって， 年俸制導入 ・運用に際して， いか

にして評価（査定） の公 正性 ・納得性を保つか

が問題になる9）。

次に， 年俸制に代表される成果主義賃金の受

容に消極的な見解をみる1 九 この見解に 共通す

るのは， 年俸制 に代表される成果主義賃金制度

は個別企業内での使用 者 の賃金決定における裁

量権の拡大12），人件費の削減 ・変動費化であると

する考え方である。 この考え方 に基づいて， 以

下の 3 点が問題点として提起されている。

第一 に ， 賃金支払方法 の例および年俸制のタ

イプについては， 図表 2 ' 3 でそれぞれ示され

8 ）太田（ 1996）， 小池（ 1997）， 橘木（ 1995），橘木（ 1997)
および新 ・ 日 本的経営 システ ム 等研究プロ ジ ェ ク ト 編
著（ 1995） 等が， こ の見解にたつと考えられる。

9 ）評価基準の公正性 ・ 納得性に関 しては， 各論者とも
詳細に論 じているが， 本稿の分析範囲を超える。

た通りであるが， この方法 自体が問題である。

すなわち， 若年層については従来通りの低賃金

を採用し， 賃金コ ス トが膨らむ中高年齢層には

成果に応じた賃金を支払うというこつの方法 を

使い分けるこのやり方は， 若年層 ・中高年齢層

それぞれにとって矛盾を含む。 若年層には， 成

果主義賃金を導入すれば， 若年時から成果に応

じて大幅な賃金増加が望 め るかのような 印象を

与え， 中高年齢者 に は「過去の貢献は報われず」

じまいとなりかねないからである（小越（1998) ,

218頁） ヘ

第二に， 保有能力の評価に力点がおかれてい

たこれまでの賃金制度から顕在能力の評価に基

づく賃金である年俸制への移行 に 伴い， 査定に

よる賃金の個人別分散は大 き くなる。 評価（査

定） は結果主義 ・短期評価であるが， 日 本では

人事考課の結果はほとんど公 開されてい ない

し， 考課結果の労働者 との同意 プロセ スも明確

ではない。 さら に， 評価の公 正性 ・納得性も担

10）遠藤（ 1995a）， 遠藤（ 1995b）遠藤（ 1996）では， 日
米の 査定制度が比較されてお り，興味深い。 ア メ リ カ
では，人事査定制度をめ ぐる雇用差別禁止法 の発展に
より， 査定制度が差別的で あると判断されると，差別
者である企業は高額 の損害賠償を支払わなけ れ ばな
らない。 つま り，被差別者の救済が充実しているので
ある。 そのために ア メ リ カ では，評価要素が職務関連
的で あることが重視されたり，査定結果の通知度が高
ま ったり していることが指摘されている。 とくに，遠
藤（ 1996）では， 日本の 査定制度が， ア メ リ カ で差別
的と理解される可能性に ついて検討を行った。 その結
果， 次の 3 点を指摘している。 （1） 日 本の 査定制度にお
ける 「能力考課」 および 「情意考課」 はア メ リ カ人に
差別的で あると理解される可能性が高い。 （2）職務評価
を十分に実施していないことは 「成績査定j も差別的
で あると ア メ リ カ 人にみなされる可能性を増大させ
ている。 （3）査定制度が被査定者に十分に知らされてい
ない。 これによって， 査定制度が差別的で あるとみな
される可能性がある。

11）こ の見解に立つ論者と しては， 平尾（ 1996a）， 平尾
(1996b）， 横山（ 1998）， 森岡（ 1997）， 小越（ 1998)

等が挙げられる。
13）さらに， 小越（ 1998）によって， 成果主義賃金が企

業側が要求 している対 象労働者 の生産性 の増加に寄
与すると の 証明はないことが指摘されている（ 小越

(1998) ,  218頁）。
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保されていない（小越（1998) , 218頁） 叫。

第三に， 年俸制は， 賃金決定は個別取引に委

ねられることになり， しかも年俸制の主たる対

象者 である 管理職は労働組合規制がほとんど働

かないため， 企業側と従業員との交 渉時に両者

の力関係の違いによって様々な困難が生じる可

能性を否定できない。 とりわけ， 現在のように

転職しても不利にならない労働市場が「現状で

は幻想ではないか」といわれる状況下において，

この懸念はなおさらであろう（小越（1998) , 216 

頁）。

したがって ， 年俸制の導入時には， 以上 3 つ

の問題点を是正できるよ う ， 諸 策が講じられね

ばならない。 かくしてこの立場に立つ場合は，

年俸制の導入に対して慎重な姿勢をとら ざるを

得ない。

2-3 小括

年俸制導入は， 「年功的属人給中心 から職務

給 ・ 成果給へ， あるいは潜在能力給から顕在能

力給への明確な移行」 を 目 指したものである。

しかし， 実際には， 企業と年俸制適用者 の間で

14 ） また， 労働法か ら みた 年俸制に代表される成果主義
賃 金に関する検討 も 行わ れて いる。 例 え ば， 野 田

( 1 998） は， 成果主義賃金を 「出来高給を組織 的にソ
フ ィ ス ト ケ ー ト させた賃金形 態 と 解 し 」 て いる（6 9
頁）。 労働者は， 「成果主義賃金を受 け入れるこ とによ
り ， 仕事 の成果と賃金額とを直結させる賃金形態を受
け入れたのであ り ， その よ う な も の として労働契約 が
成 り 立 っ ているj のである（ 74 頁）。 こ の よ うに「労働
契約は毎 年新たな合意 の 下で更改 ま たは再締結され
ているのである」 か ら ， 「労働契約 の変更法理による救
済を想定するこ とJは出来ない 。 労働者 の救済は， 「労
働契約 の 信義則にも とづ く 法理と， 労働協約による規
制 と が考 え ら れる」 （ 75頁）。 具体 的には， 適性 査 定 の
確保， お よ び従来 よ り は弱 まるも の の 労働契約 の賃金
額に対する規制力に求めている。

他にも ， 日 本労働弁護団第4 0回全国総会 （1 997） で
は， 経営者主導 の 年俸制導入に対して， 「専 ら 賃金削減
の手段となるこ と の危慎」， 「賃金額 が使用者に恋意 的

に決定されるこ と の危倶」， 「退職強要 の手段となるこ
と の危倶J， 「長時間労働 ・ 過重労働 の危倶」 の 4 つ が
指摘されている（ 26- 27頁）。

年俸制の捉 え方に組離が生じていた。 また， 評

価（査定） に関しては双方ともに問題があると

みなしていたことを見落としてはならない。

そこで， 年俸制を代表とする成果主義賃金制

度に関する見解を整 理すると， その評価 をめ

ぐっては， 積極的あるいは消極的に捉 える 2 つ

の見解がある。 双方の見解を比較検討するため

には， 実際に企業で採用されている年俸制がい

かなる評価基準をもって運用されているかをみ

なければならない。 仮に査定が公 正 ・納得性を

もって行われているならば積極的な見解が， そ

うでないとすれば消極的な見解がより現状をよ

く反映していると考えられるからである。

査定についてそれぞれの見解を比較すると，

積極的に評価する立場からすれば， 努力の多寡

によらず， 年齢や勤続といった要素を含む属人

的な基準で賃金が決定されるこれまでの賃金制

度から年俸制に代表される成果主義賃金への移

行は望ましいということになる。

これらの見解に 共通する点は， あくまで個別

企業の枠内での 論 理であるということである。

第一に， 賃金については， 個別の従業員の成果

に報いることに重点が置かれている。 第二に，

評価については， 個別企業の中でのみ通用する

基準が採用される傾向にある。

第一の賃金についてみると， 確かに成果をあ

げた従業員個々人の賃金 管理については詳細に

論じられている。 しかし， 企業横断的な賃金水

準についてはほとんど語られていない。つまり，

ある職務またはある職種の規定， さらには職務

または職種毎の企業横断的な賃金水準といった

問題についての関 心は希薄で、ある。 成果主義賃

金とはい え， 何らかの賃金水準に依拠する必要

がある。その全体としての基準を示せなければ，

その賃金水準は企業の専断によって決定された

との批判をまぬかれまい。 仮に企業横断的な賃
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金水準が長期的 に は労働市場の流動化によって

定まるとしても， それは今現在成果主義賃金制

度を導入している企業の賃金水準の決定に関し

ては何ら説得力を持たない。 このことについて，

年俸制 に代表される成果主義賃金の受容 に積極

的な見解を取る場合は， 何らかの基準を明示す

る必要があろう。

また， 第二の評価 に基準 についても， 公 正性 ・

納得性は， 目 標 管理制度， 面接制度， 評価結果

の公 開等を通じて達成されるとされている。 年

俸制では成果の評価 に応じて初めて賃金が決定

するシステ ムである。 だが， 出来高賃金の場合

と異なり， 「年俸制では， 営業職などを除いて，

成果の数値化が難しく， 主観的な評価 による決

定とならざるを えない」という見解もみられる

（横山（1998) , 159頁）。 そのため， 何をどのよ

うに評価するかが非常 に重要となってくる。 そ

の一助として， 企業横断的な評価基準の形成 に

関して検討を加える必要があると考えられる。

少なく と も， 一企業でしか通用しないあるいは

一企業でしか判 断し得ない基準でもって従業員

を評価することの是非に ついては議 論の余地が

あるだろう。

次 に ， 年俸制 に代表される成果主義賃金の受

容 に 消極的な見解をみると， 成果主義賃金の中

で査定がどのような役割を果たしているかの具

体的な事例 に基づく検討があまりなされていな

い。 年俸制 に代表される成果主義賃金の受容 に

積極的な見解では， 査定が公 正性 ・納得性を保

てれば， 年俸制導入 に よってこれまでの年功

的 ・属人的な要素を賃金制度から払拭できると

していることから， 実際に企業で導入されてい

る年俸制がどのようなものかを， とく に査定の

果たす役割に注目 して検討する必要があると思

われる。

そこで以下では， 年俸制の導入が実際に企業

に どのよう な変化を も たらしたかを， 企業の事

例を手がかりに検討したい。

3 企業に お け る 年俸制

- 3 社の事例 を手がか り に ー

本節では， 年俸制が実際に企業の中でどのよ

う に導入されているかを分析し， その意義と限

界を明らか にしたい。 本稿では， 非常 に 限られ

たアプロー チではあるが， 管理職の一部に年俸

制を採用 しているJTB ， 東京 ガ スおよび 日本

IB Mを事例として取り上げた15）。 また 3 社の事

例を検討するに あたっては， 可能な限り年俸制

において査定が果たしている役割を考慮した

し :l o

3-1 JTBー業績対応報酬制度

JTB では， 1995年に 支店長を対象 に 年俸制が

導入され， 1996年には支店長など上級 管理職 ・

専門職 ・専任職， 及び関係会社 に役員として出

向している社員約400人に対象が拡大された。 新

制度の対象となるのは， 図表 6 中で I の職位 に

就いている者 である。

新制度は以下の 2 つの基本 理念 に基づいて設

計されている。 すなわち， 「地域（営業現場） へ

の権限委譲Jを前提とした地域密着型制度とす

ること， および「社員一人ひとりの異なる価値

観を受け止められるよう， 複数の選択肢を用意

し， それぞれの働き方の違い に応じて賃金が配

分される制度とすること」である（安田（1998),

76-77頁）。 具体的 には，「個人の働き方の違いを

互いに認め合った上で， その違い に 応じて賃金

が支払われるJような「公 平性Jおよび， 「評価

15 ） 以下 の事例 の部分は， と くに断 ら な い限 り ， 秋 本
(1992 ）， 亀山（1995 ）， 久米（1994 ）， 日 経連職務分析

セ ン タ ー編著（1996 ）， 宮 本（1998 ）， 安田（1998 ）， 労
務行政研究所 （1996 ）に依拠している。
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図表 6 J TBの現行の役職体系
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職位 手当
額

専門職 エ キスパート職 マ ネ ー ジ ャ ー職 出 向役職

支店長

I 業績対応報酬 部長 シニア
事業部長

全役員
本社部長

営業本部副本部長

副支店長
次長

II 72 , 000 課長 チ ー フ 課長
課長マ ネ ー ジ ャ ー

III 60 , 000 課長 エ キスパート 課長代理

出所）安田彰（1998）「J TB の業績対応報酬制度」 日 経連出版部編 『新型賃金制度事例集』 日 経連出版部， 81頁， 資料 3 。

の基準となる目 標設定や評価尺度を， よりわか

りやすく明示 ・整備 ・充実するとともに， 評価

者 に対する教育を強化する」ことによって「納

得性のある評価Jを行うことの 2 点である（安

田（1998) , 77頁）。

JTB の業績対応報酬制度における年間報酬

の決定方法 は以下の通りである。 まず， 年間報

酬は，「基本給」「役割給J「業績期待給」の3項目

から構成されている。

「基本給」は一般の賃金制度の「本給」に相当

する生活保障要素であり， 年齢によって決定さ

れる。 ただし， 実際には45歳以降ほぽ横ばいの

賃金カー ブとなっている。 業績対応報酬制度の

対象者 の年齢が45-55歳に集中していることか

ら 事実上は対象者 全員の「基本給」水準はお

およそ620万円になっている。「役割給Jは役職

位に対する基本報酬で，一律380万円が支給され

る。 つまり，「基本給Jと「役割給」を合わせて

1, 000万円が保証されている。

「業績期待給Jは， 前年度の業績と， 当年度の

役割 ・期待に対する報酬であり， 0～500万円の

範囲内で， その年の年収に影響するだけのいわ

ゆ る洗い替 え方式で決定される。 これは制度上

だけの名目的な格 差ではなく， 実際にこの範囲

で運用されている。 業績期待給は， 具体的には

図表 7 に示されるように「総合目 標達成度評価」

と「期待度評価Jの 2 つの評価結果に基づいてい

る。 その評価尺度 ・項目 毎の重要度等について

は各営業本部が独自に決定している。 つまり，

業績期待給は，「短期的な業績とともに長期的か

っ 定性的な目 標も織り込んだ“総合目 標達成度”

と， 個々の役割に期待する “期待度” の 2 つの

要 素 に よって 決 定さ れ る（労 務 行 政 研 究 所

(1996),  8 頁）。 結果的に， 年俸は， 前2者 と合

わせて総額1, 000万円から1, 500万円の範囲で上

下することになる。

JTB の業績対応報酬制度の特徴は， 以下の点

である。第一に， 制度対象者 に毎年1, 000万円の

年間報酬を保証したことである。 最低年間報酬

を明示することで， 年俸制導入に伴う生活不安

を取り除くことがで き る。 第二に， 業績評価に

よる賃金格 差が500万円に達することである。こ

れによって， 本人の成果がこれまで以上に賃金

に反映される。 第三に， 短期的な営業成績に直

接影響しない項目 である人材育成や労務 管理等

も「総合目 標達成度評価Jに含まれることであ

る。 これらの要素は， 営業成績による測定が困

難であ る が， 幹部社員の業績を評価する上で重

要な項目 とみなされているために評価対象とさ

れている。 第四に， 一般に業績評価が難しいと

いわれる間接部門の 管理職 ・専門職等が制度適

用 者 に含まれることである。 このような場合，
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図表 7 JTBの総合 目標達成度評価と期待度評価の例
〔総合目標達成度評価〕
評価尺度 加重値 目標値 実績値
目標予算達成度 50 200,000 205,000 
営業本部重点 目標 30 

海外旅行販売人員 10 2,000 2,350 
エ ー ス販売人員 10 1,500 1,400 
圏内団体販売

額
10 13,000 15,500 

先行営業指標 10 50 53 
人材育成・ 組織運営 10 10 8 
総合目標達成度 100 

〔期待度評価〕
評価尺度 加重値 A支店 B 支店
要員数 15 5 : 0. 75 4 :  0.60 
予算規模 40 5 :  2. 00 2 :  0. 80 

位置づけ 15 2 :  0. 30 2 : 0. 30 

目標のチ ャ レンジ度 30 4 : 1. 20 3 :  0. 75 
15 4 : 0.60 2 :  0.30 

営業収入 15 4 : 0. 60 3 : 0.45 

総合利益
: 4. 2: : 2. � 

〔総合目標達成度・ 期待度の業績期待給への換算〕
｜ 期待度 a b 

達成度
102. 5% 

117. 5% 
93.3% 

119.2% 
106. 0% 

80.0% 

C 支店
3 :  0. 45 
2 :  0. 80 

0 :  0. 00 

4 : 1. 32 
5 : 0. 75 
4 : 0.60 

C 

: 2. 57 
' C 

加重達成度
51.25 
33.01 
11. 75 
9 . 33 

11.92 
10.60 

8. 00 
102. 86 

備 考
人数により 5 段階
純利益

額
により 5 段階

幹事支店，取引先・ 自治体
との関係 により 5 段階

対前年伸び率 により 5 段階
対前年伸び率 により 5 段階
4 以上 二 a ' 3 以上ニ b ,
3 未満 ＝ C

総合目標達成度 きわめて高い 高い 標準
50未満 800 400 。

50以上 70未満 1,200 800 400 
70以上 90未満 1,600 1,200 800 
90以上 95未満 2,000 1,600 1,200 
95以上100未満 2,400 2,000 1,600 

100以上105未満 3,200 2,800 2,400 
105以上110未満 3,800 3,400 3,000 
110以上120未満 4,400 4,000 3,600 
120以上 5,000 4,600 4,200 

出所）安 田彰 （1998）「JTBの業績対応報酬制度J 日 経連出版部編 『新型賃金制度事例集』 日 経連出版部，89頁，資料 7 。

図 表 7 で示されているよ うな客観的評価基 準を

設定す るのは困難で、 あ ると考えられる。

3-2 東京ガス ー管理職年俸制

東京ガ ス では1990年に 年俸制 が導入された。

年俸制 の適用対象 者は， ほ ぽ他 社の部長職以上

に相 当 す る職能資格14級 ， 15級 であ る （図表

8 )  1 6）。 制度対象 者はおよ そ200 人と全 社員 の約

1 . 5% にあ たる 1 7） 。

管理職年俸制を導入した目的は以下 の3点 で

あ る。 第一 に， 年齢 や勤続 などの年功的要素 に

とらわれず に業績主義・能力主義をより徹底 し，

会社戦略 ・課題 の確実 な実 行を促進す るため 。

16) 14, 15級の者は，ポ ス ト に配置されている場合には
本社の部長，事業本部の副本部長，関連会社の役員 ク
ラス が多いが，それ以下のポス ト についている者およ
び専門職的な職務を担当していて ポ ス ト に ついてい
ない者も含まれる （久米 （1998), 183頁）。

17）適用対象は1998年現在のものである。 東 京 ガ ス で
は，近い将来，適用対象を12級まで拡大する予定であ
るという。 こ の場合，全社員 に 占める制度適用者の比
率は 8 %程度 になると考 えられている （久米 （1998),
183頁）。

： ： ： 

純利益

： 
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第二に， 年俸制導入によって， 部長層に対して

経営陣の一員とし て の自覚をよ り 一層 促す こ

と。第三に， 社員の ト ッ プ 層に業績主義 ， 能力主

義の年俸制を導入する こ とによ り ， 組織全体の

活性化に資する こ とである。

年俸制は， 職能資格 別定額の「月 俸」部分と，

業績によって決定される「賞与J部分から構成

される。 両者 が年俸に占 める比率は， おおよそ

月 俸 7 割賞与 3 割となっている。

月 俸部分は， 職能資格 ・ラ ンクに応じて 4 段

階に分かれてお り ， 段階毎の金額差は 5 ～10万

円である。 こ の部分は， 職能資格 ・ラ ンクによっ

て自動的に決定する。

賞与部分は， 職能資格 ・ラ ンクにかかわらず

全て 同額の成績別金額となっている。 成績は，

図表 9 のように 8 段階川で， 成績間の金額差は

上位 6 段階はそれぞれ3 0万円， 下位 2 段階はそ

れぞれ60万円となっている。 つま り ， 最低評価

と最高評価の格 差は240万円になる問。こ の部分

は， 上 司 である担当取締役による業績評価 に

よって 決定される。

年俸制導入以前の制度における14, 15級に相

当する資格 に対する賞与は， 基準額と成績査定

部分からなる賞与A と基準内賃金スライ ドから

なる賞与B とで構成されていた。 こ の賞与Aの

成績別金額の差は， 年俸制導入以前は比較的少

なかったが，年俸制になった時点で約2 . 5倍に拡

大した こ とが指摘されている。

賞与部分の業績評価の仕組みは以下の通 り で

ある。 まず， 年俸適用対象者 は， 図表10の ミ ッ

ショ ン シー ト に基づい て 向 こ う 1 年の業 務課

18) 1995 年度現在 の状況である。 制度導入時には 5 段階
評価であ った。

19 ） 実際には ，AA, A0 Aで 9 割を占 め て お り ，SやAB
がつ け ら れるの は 特殊な ケ ー ス とい っ て よい こ とを ，
亀山 （1995 ） は指摘している。 したがっ て ，格差 は基
本 的には 120万 円 の程度に納 まるこ とになる。

題 ・目 標や自己啓発目 標， 専門性向上目 標など

を考える。 その後， 担当取締役と面接し， 話し

合った上で最終的な目 標を決定する。 実績が出

た段階で， 目 標の達成度を本人が自己評価し，

ミ ッショ ンシー トに記入した後， 担当取締役と

面接する。 担当取締役は， 面接時の話し合いで

本人の自己評価を十分確認した上で， 図表10に

示された業績考課項目 を個別に評価し， 最終的

に総合評価として 8 段階の絶対評価を行う。 こ

のとき， 評価対象者 は， 決定された自分の評価

結果につい て 異議 を 申 し立 て る こ とはできな

し '.l o

東京ガ スの 管理職年俸制の特徴は， 以下の点

である。 第一に， 対象者 を14, 15級の者 に限定

した こ とである。 東京ガ スでは業績による年収

格 差が拡大するため， 生活費の観点からある程

度以上の年収レベ ルの者 に年俸制を適用する こ

とが望ましいと考えている。 第二に， 月 俸部分

と賞与部分の 2 つの要素から構成する こ とに

よって，一定の収入を保証している こ とである。

こ の固定的部分の存在は， 年収の変動による生

活の不安定化に対する制度適用者 の不安をある

程度払拭すると考 えられる。 第三に， 業績評価

による賞与部分の賃金格 差の拡大である。 こ れ

によって成果に基づく処遇が行れるようになっ

たとしている。 第四に， 年俸制対象者 には， 業

績評価結果に対する異議申立ができない こ とで

ある。 第五に， メンバーの統率， 指導 ・育成と

いう短期的業績の評価に馴染まない項目 が採用

されている こ とである。 第六に， 業績評価を行

う際の評価項目 が大ぐく り である こ とが挙げら

れる。 図表10の考課表には具体的な数値目 標が

示されていなしユ。 さらに， 評価項目 に， 「識見j

や 「人間性， 気力 ・体力j が含まれている。 こ

のような抽象的な評価項目 は， 評価結果に考課

者 の主観的な判 断が含まれる可能性を排せず，
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東京ガスの職能資格体系および資格と職位の対応関係
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分 I 1 ： ＜ 研 究 所 ＞ ：

： 理 事 長 ！ 理 事 j

i 副 理 事 長 ：

； 部 長 ！ 主 席 研 究 員 i
j 副 部 長 ；

！ 課 長 ！ 主 幹 研 究 員 ；

： 副 課 長 i一ー 」 主 任 研 究 員 ii 係 長 ：

： 係 長 格 ！
べ（主 任）：

！ 主 任 ：

i 副 主 任 ：（副 主 任）：
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職

10 4 第究論
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理
職

管
理
指
導
職
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済経

等 級 ラ ン ク

1 5 級 (1) (2) 

1 4 級 (1) (2) 

1 3 級 (1) (2) 

1 2 級 (1) (2) 

1 1 級 (1) (2) 

1 0 級 (1) (2) 

9 級 (1) (2) 

8 級 (1) (2) 

7 級 (1) (2) 

6 級 (1) (2) 

5 級 (1) (2) 

4 級

3 級

2 級

1 級

初 任 資 格

図表 8
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資格と職位の対応関係
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1 2 級

1 1 級

1 0 級
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8 

出所） 久米増也（1994）「東京ガスの管理職年俸制の仕組みと実際一業績主義 ・ 能力主義の徹底と戦略課題の推進一」 社
会経済生産性本部編 『評価 ・ 処遇 シス テ ムの新設計～事例にみる21世紀への展望～』 労働部 ・ 生産性 労働情報セ ン

タ ー ， 187頁， 参考資料 1 。
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図表 9 東京ガスの年俸の構成
「一月 俸 × 12 資格別定額 × 12

-29-

年俸�
」一年間賞与 成績段階別金額（ 12月 ， 翌年 6 月 に1/2ずつ支給）

〔月 俸〕 〔賞 与〕
15 1 ラ ン ク 定額 成績 成績間金額差
級 2 ラ ン ク 定額 S 1 ＋ 120万円
14 1 ラ ン ク 定額 S 2 ＋ 90万円
級 2 ラ ン ク 定額 A A l ＋ 60万円

A A 2 ＋ 30万円
A 。 1 基準額
A 。 2 30万円
A 60万円
A B  120万円

出所） 日 経連職務分析セ ン タ ー編著（ 1996）『 日 本型年俸制の設計 と 運用』 日 経連出版部， 168頁， 図 II -25。

全人的評価に陥る危険性がある。

3-3 日 本アイ ・ ビー ・ エ ムー専門職年俸制

日 本 IB M が 管理職 年俸制 を導入 し たの は

1994年である。同社の給与に関する基本方針は，

「職務の重要度や困難度を反映する給与J，「個

人と チ ー ム の業績を反映する給与」，「一流企業

と比較 してす ぐれた水準の給与Jの 3 点である

（ 日経連職務分析セ ンター（1996) , 107頁）。 年

俸制を導入することで， これまで職務と業績に

無関係に支払われていた様々な手当制度が 管理

職の給与から除かれた。 同時に， 年俸制のねら

いは， これまで以上に「能力主義の徹底Jおよ

び「業績評価の明確化と経営参画意識の高揚J

とされている（宮本（1998) , 137頁）。

図表11は， 日本IB Mの社員格付げ体系を示 し

たものである。 年俸制の対象社員は， 他社の課

長相当以上の社員である専任部員以上の専門職

5 , 500人である。全社適用比率は26%となってい

る。

日本IB Mの場合， 年俸水準は一般産業界の役

職別年間賃金や労働 ・ 経済指標の動向を勘案 し

て総合的に決定される。 年俸基準額は， 月例給

与に相当する「本俸j と賞与分に相当する「定

期俸基準額」で構成されている。 年俸制が適用

される職位に移動 した場合の両者の比率は， 前

者が70%， 後者が30%である。 その後は， 現在

の年俸が仕事との対応で高いのか低いのかとい

う位置づけと， 前年の業績評価の評価 ラ ンクに

応じて決められる。 つまり， 図表12に示される

ように， 仕事との対応から見て年俸が低いほど

高い昇給率を適用 し， また個人の成績も評価が

良いほど高い昇給率を適用 して年俸基準額を決

定するのである。 したがって， 職務に比べて年

俸が高い社員， あるいは成績の良くない社員は

年俸が頭打ち となる。

具体的には， 以下のようになる。 すなわち，

前年度の年俸が1 , 000万円で，昇給率が 6 %だと

仮定すると， 年俸の昇給は， 1 , 000万円に 6 %を

乗じて60万円となる。 し た がって， 新 しい年俸

基準額は前年度年俸に60万 円 を加 えた1 , 060万

円になる。 さらに， 昇給分は本給と定期俸基準

額に50% ず
、
つ配分されるので， 本俸は730万 円

(700万円 × 70% + 60万円 × 50%）， 定期俸基準

額は330万円（300万円 × 30% + 60万円 × 50%)

となる。



東京ガスの ミ ッ シ ョ ンシート図表10

年度 ミ ッ シ ョ ン シ ー ト ｛ 理 事 ・ 1 5級 ・ 1 4 船

E査当”にO

主盛

輸

相哨

部

浦

湖

日

〈上長記入〉

月年

業 績 考 課 表
鞘

裏 面 の 具 体的 な 着 眼 点 を ＃ 照 の う え 妃 入 し て く だ さ い ．

〈本人包入〉

日月

自 己 評 価
平成 年日 ： I l l !

月

※ 2 - 1. メ ンバーの育成 ・ 鑓場方針ま た は 2 - 2. 専門性の発揮 ・ 向上

年

業 務 遂 行 目 標
平成

I . 業主普段題 ・ 目線 （愚重点課題 ・ 目 僚に は＠〉

3 . 変革へのチ ャ レ ン ジ
H
O
KH
 

円HM
，M

叫．

. . 自 己開発 ・ その他

[ 

1 2  

考 親 者 氏 名 I ， � 
(o)li'入 トの債償.Jli f友人t、 ト唇 も お野み 〈 ださ い〉

L※印を付 した 2 - 1. お よ び 2 - 2.について

ポ ス ト についてい る 人 （正式ポ ス ト について はいな いが実態と して爺下管理を している人を

含む） は、 2 - 1. について、 その他の人は 2 - 2. について記入 して く だ さ い．

Z所見は原JIiiと して l 次考謀者が妃入 し 、 Z 次考認者iま必要に応 じ追加紀入 して 〈 だ さ い．

a考認容が 1 人の繍合は 2 次考課舗のみ紀入 して下さ い．

』会社に宣せする盤脅 ・ 理事笥 （ 自 己評価時に包入 し て下 さ い）ト長か らの指示 ・ 7 ドパ イ ス 〈面録後、 本人が必ず記入 して下 さ い〉

出所）久米増也 （1994）「東京ガスの管理職年俸制の仕組みと実際一業績主義・ 能力主義の徹底と戦略課題の推進 」 社会経済生産性本部編 『評価 ・ 処遇システ ムの新
設計～事例にみる21世紀への展望～』 労働部・ 生産性労働情報センタ ー， 189頁， 参考資料 3 。

考 銀 項 自 野 価 2 次 i 次
所 見

極めて顕著な成果

大き な成果

1 . 仕事の成果 t=IJ以上の成果

編織的な威泉

不 足

※ 2 - 1. 義ギブ球 ・ 育成
顕著な成果 あ り

成果あ り
2 - 2. 専門性の発揮 ・ 向上

不 足

顕著に あ り

3 .  lltliへのチ ャ レ ン ク あ り

不 足

極めて顕著な貢献

大 喜 な貢献

総 ti- 4軍B匹以上の貢献

4事i1I的な貢献

総合的に不足

申 し分伝 い

• 見
優れてい る

様 車匝

不 足

申 し分な い

人 間 性 優れている

気 力 ・ 体 力 機 i1I

不 足

|
 3
0

ー

I I 

I I I 
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出所 ） 宮 本 員成 （ 1998 ） 「 日 本IBM の専門職 年俸制J 日 経連出版部編 『新型賃金制度事例集』
日 経連出版部， 138 頁，資料 3 。

事務企画技術SE 低｜ 営業

専門職 年俸制

〔 年俸〕

図表13年俸調整表例図表12
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年俸基準額
本俸

毎月出所） 日 経連職務分析セ ン タ ー編著 （ 1996 ） 『 日 本型 年俸
制 の設計 と 運用J 日 経連出版部， 113頁，図表II 3。 本給

出所 ） 宮 本 員成 （ 1998 ） 「 日 本IBM の専門職 年俸制j 日 経
連出版部編 『新型賃金制度事例集』 日 経連出版部，
139頁，資料 4 。

実際の支給額は， 毎年の職務に対応する年俸

レ ンジの中で川， 現年俸基準額の位置と前年の

個人業績に基づいて行われる。 具体的には， 目

標による 管理の考え方に基づいた「PPC & E プ

ログラム J(Performance Planning Counseling 

& Evaluation） によって評価が行われる（図表

14）。 PPC & Eは， 年初に所属長と社員が協同

で実施項目 とその達成を具体的かつ明確に設定

また， 本給と定期俸基準額との関係をあらわ

したものが図表13である。 本俸は12分の 1 ずつ

毎月定額が支給される。 一方定期俸基準額は，

定期俸基準額 十 年俸基準額 × （会社業績支給率

[ ± 10%] ＋ 個人成績率 ［ ± 3 % ］） という算式

で決定される。 この定期俸基準額は， 会社の業

績によって課長で年間基準額の10%（部長15%)

が O ～20%の問で変動する。

概算によれば， 本俸と定期俸基準額とを合算

した年俸総額は，新年俸基準額が1 , 060万円の場

合1 , 197万8千円～922万 2 千円になる。このとき

の年収格 差は， 275万 6 千円である。

習

先任

ー級

賞与

手当
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総合評価 A： き わ め て す ぐれ た業績を示 し た

広駿務の要求 どお り の兼編を示 し た
c：い 〈 つ かの面で不十分な業績であ り 改善 を 要す る
D：不十分な業績で多 く の面で改善 を 要 す る
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I . 主要業務 ・ 人事管理 目 標 と 達成度 （ 目 標設定時職位 ：

目 標 （実施項 目 ） 達成基準 （期待 8 れ る 成果） 重要 達成度
度 I 2 3 4 

I - -------．－－－－－－－．．－－－－－－－－一－－－－－－－－圃．一－．．．．－匂－－－．－－－－－－－－－－－句－－－－－－－－－－－－－－－－－－－白－． 目
．－－－－－－－－－－－－－－－－司－－－一－－－－－．’－－司－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－町－－－．．－－－－－． 目

V . カ ウ ン セ リ ン グの ま と め
所属長 コ メ ン ト

達成度 ： I . 達成基準 を 上回 っ た 3. 達成基準 を やや下回 っ た
2. 達成基準 ど お り であ っ た 4. 達成基準を下回 っ た

II . 業務遂行過程に お け る 共通 ス キ ル ・ 能力の，舌用度 （会社員． 全項 目 を評価 く だ さ い）

項 目 内 r骨－ 
活用度

I 2 3 4 

責 佳 ｜ 担当職務に対す る 滋賀 を 自 覚 し ， 率先垂範 し て 業務を遂行 し ， IJ
ス ク に は適切な対処 を し て い る

理 解 ・ 判 断 問題の本質を的確に理解 ・ 把獲 し ． 適切な判断 と 正 し い決定 を 行
な っ て い る

専 門 性 新 し い知議や ス キ ル を 習 得 し ． ス キ ルの向上に努め て お り 職位 に
ふ さ わ し い専門性を発織 し な が ら 業務を遂行 し て い る

変 革
刊

…想や革新… を使 っ て 課一一み 醐
な仕事に も 積極的 に チ ャ レ ン ジ し て い る

コ ミ ュ ニ ケ ー 他社員 と 効果的な意思の疎通 を図 り ． 適時 ・ 適切な情報の交換 を
γ ョ ン 行な っ て い る

お 客様の；満足 お客様や次工程の ニ ー ズ ・ ウ 方 ン ツ を正 し く 把握 し ． 素早い対応
や最良の製品 ・ サー ビス の提供を心がけ． 常に満足度の向上 に 努
め て い る

改 善 ・ 向 上 製品 ・ サ ー ビス の品質向上 と フ ロ セ ス の改善 を 図 り ． 自 部門や会
ヰ土 目 様の達成 と 業績の向上に継続的な 努力 を し て い る

チー ム ワ ー ク 自 ら の 責任範囲に固執す る こ と な く ． 最善の解決を得 る よ う 他社
員 あ る い は 他部門 と 積極的に協力 し て い る

（総合評価お よ びカ ウ ン セ リ ン グの ま と め に つ い て ） 署名 ： 日 付 ：

社員 コ メ ン ト

（総合評価の確認お よ び社員の コ メ ン ト に つ い て ） 署名 ： 日 付 ：

［注］ 社員署名 l正 確認を意味す る も ので所属長の評価に同意 し た こ と を 意味す る も の で は あ リ ま
せん

直属上長コ メ ン ト

署名 ： 昨
I 

総合評価結果記入制

社員番号 ！叫 評価年 月 日

！ ｜ （西暦） 年 月 日

総合評価 ｜ 所属長社員番号 ／ co活用 度 ： I .申 し 介な 〈 発揮 し た 2.常に発揮 し た 1時4 発揮 し た 4.改善 を要する
自 爆設定の確認 ： 所属長署名 ： 社員署名 ：
目 標設定年月 日 ： 1 99 年 月 日

出所）日 経連職務分析セ ンタ ー編著（1996）『日 本型年俸制の設計と運用』 日 経連出版部，120-121頁， 図表 II 5。
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した後， 目 標達成に向けて業務を遂行する。 所

属長は， 社員との面談を通して， 年末に目 標達

成度の確認と評価， 業務遂行過程での ス キ ル ・

能力の活用度の評価， および
、
部門目 標への貢献

度評価を行って総合評価を決定する判。 総合評

価は上述のものの みならず， 職務の内容や責任

に照らし ト ータルに判 断される。 総合評価につ

いては， 所属長と社員の間でPPC & E実施の確

認サ イ ンが交 わされた後， 部門長 クラスの承認

を得て最終決定される運びとなる。

さらに， IB Mでは次の 3 点が留意されてい

る。 第一に， 評価の客観性を追求するのではな

く，「納得性」を キ ー ワ ー ドにした対応を重視し

ている。 これは， ホ ワ イ ト カラー の仕事は業務

内容がブ ルー カラーほど明確ではなく， 客観性

に基づいた判 断を下すことが困難であると認識

されているからである。

第二に， 人事の システ ム が異文化の人達にも

理解される「合 理性J を備 えるよう構築されて

いることである。 第三に，「公 開性」である。 「合

理性Jおよび「納得性」実現のために人事シス

テ ムおよび運営結果を可能な限りオー プ ンにし

ていこうとする姿勢がみられる。

日本IB Mの 管理職年俸制の特徴は， 以下の点

であると考 えられる。 第一に， 公 正性 ・納得性

を高めることをめ ざす施策が一貫して貫かれて

いることである。 例 えば， 図表14のPPC & Eの

20） 職務に 対応する 年 俸レ ン ジは， 職務評価に 基づいて
作成された ものである 。 IBMでは， 職務評価要素や職
務評価基準が各国IBMで 共通の 職務評価が使わ れて

いる 。 具体的な 評価項 目は， 職務の 複雑さや困難の 程
度を 評価する「 結果責任」「 管理責任」 「利益責任J「 対
内折衝」「 対外折衝」「 作業 条件Jの 6 っと， 職務を 遂
行 する 上で 必要な 資格要件の 程度を 評価する「 基礎的
知識（知識）J「 実務経験」 「創造 ・ 分析力」の 3つの 合
計9つ か ら 構成されている 。

21） 目標の 達成度と ス キ ル ・ 能力の 活用度は 4段階によ
る 絶対評価， 一方部門 目標への 貢献度は 4 段階評価で
相対評価である 。

評価項目 には，「申し分なく発揮した 」「常に発

揮した」あるいは「きわめて高い貢献J等の表

現が散見される。しかし， PPC&Eは全社 共通の

職務評価に基づいている。 したがって職務評価

担当者 は， オ ンラ イ ンで全世界の類似職務の検

索やその評価結果を参照することで， 職務評価

の公 正さや妥当性を確保している。 また総合評

価は， 現場の 管理職による構成で明快な評価を

各人に フィー ドパックされている。したがって，

制度対象者 は高い納得性を得ることができると

されている。 第二に， 前 2 社と同様に， 本俸部

分を保証していることである。 第三に， 他社の

給与の水準をも視野に入れた上で， 職務の重要

度や困難度を反映する給与制度を構築すること

を明示している点である。 これによって， 制度

対象者 も自分の年収をある程度予測することが

でき， ひいては制度対象者 の生活設計が立てや

すくなると思われる。

3-3 小括

年俸制導入にあたって， JTB ， 東京ガ ス， 日

本IB Mに 共通するいくつかの特徴がある。

はじめに挙げられるのは， 各社ともに制度対

象者 に一定額の報酬を保証していることであ

る。 これは 日経連が推奨する「賃金十 賞与」の

形態をとる 「 日本型年俸制Jと合致している。

また， 年俸制導入に伴う生活不安を緩和する作

用がある。

評価のために目 標 管理制を導入しているのも

共通点である。 これは， 成果に対する個人別に

評価を行うにあたって， できる限り公 正性 ・ 納

得性を確保しようとする姿勢のあらわれと考え

られる。

さらに，年俸制導入によって各企業とも100万

単位の年収格 差が生じている。 年俸制の運用の

適否によらず， 年収格 差は間違いなく生じてい
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るのである。

その一方で， 企業間に相違点がみられる。 そ

れは， 評価問題 と 密接に関連 している。

第一に， JTB お よ び東京ガ スには， 年俸制 と

いう短期的業績を測定する制度を導入 しながら

も ， 実際には長期的な評価要素が同時に存在 し

ている。 その理由は， 図表 2 のように， 年俸制

の適用 者 が主 と して 管理職であり， 長期蓄積能

力活用型グルー プ に該当するこ と にある。 この

グ ルー プ の雇用形態は期間の定めのない雇用契

約であり， 管理職 ・総合職 ・技術部門の基幹職

が適用対象である。 そのため， 長期的な評価を

行い， 処遇 していく必要がある。 したがって，

長期的な観点からの評価要素が含まれるのであ

る。 しかし， 長期的な評価は， 年俸制の コ ン セ

プ ト と は相容れない要素を持つ。 さらに， 間接

部門の管 理職や専門職をも年俸制適用者 と して

いるために， 客観的評価基準の設定が困難であ

る と 考えられる。 このように， 年俸制は， 必ず

しも短期的な業績のみで評価 し得ない対象者に

安易に年俸制を適用 しているために， 制度内部

に矛盾が生じている と 思われる。

第二に， 東京ガ スの事例にみられるように，

「人間性， 気力 ・体力J と いった成果を直接に

反映 しない評価項目 が含まれている。 これをみ

る限りでは， 成果 ・業績を測定している と は言

い難い。 このような評価項目 は， これまでの情

意考課に含まれていたものである。情意考課は，

全人格的な評価を招く と いわれている22
)0 成果

主義賃金を代表する年俸制にそのような要素が

存在するこ と は， その導入目的に照ら し て相容

れないのではなかろうか。

JTB ， 東京ガ スは両社 と もに年俸制 と 年功制

と の折衷を行おう と している と 思われる。 年俸

22） こ の点は，例 え ば鈴木 （1 994） が指摘して いる。

制を導入するこ と によって， 成果を評価する対

象 と なる職務を明確するこ と が求められる。 さ

らに， 成果 と し て評価 さ れる範囲を明示する必

要がある。 そうでなければ， 年俸制によって成

果を測定するこ と は不可能になるからである。

しかし， 対象職務ならびに評価範囲の明示は，

これまでの能力主義 管理の中で得られた利点を

損なうこ と を意味する。 つまり， 職務範囲の フ

レ キ シ ピ リ ティの確保 と ， 査定範囲の無限定な

拡大による労働者 の企業への全人格的投入から

得られたメリ ッ トを失うこ と に繋がる。両社は，

年俸制にも上述の利点を残そう と している と 考

えられる。

4 結び

年俸制は， 日経連によって「年功的属人給中

心から職務給 ・成果給へ， あるいは潜在能力給

から顕在能力給への明確な意向を標梼する く 規

範力 ＞ 」を持つ制度と 位置づけられ， その導入

を唱導されてきた 。 実際に， 1995年以降， 年俸

制を導入する企業は急速に増 える傾向にある。

現下では， 年俸制は主 と して上級 管理職に適用

されるに と どまっているが， 将来はさらに適用

対象範囲を増 していく と 思われる。

と はい え， 年俸制は本格的に導入され始めて

から 日が浅いこ と もあり， 問題を抱 えた制度で

ある。 と くに， 評価に関する点に問題が集中し

ている と いってよい。 評価をどう認識するかに

よって年俸制への評価も異なっていた。 そう考

えてくる と ， 評価は年俸制の特質を左右する重

要な要素である と 考えられる。そこで本稿では，

年俸制が実際に企業の中でどのように導入され

ているかを分析 し， その意義 と 限界を明らかに

した。

日本IB Mでは， 公 正性 ・納得性の高揚をめ ざ
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して一貫 した人事施策がとられてい る 。 また，

評価の公 正さや妥当性を確保す る ために， 評価

結果が比較可能にな る ように評価基準を作成 し

たり， 公 開性を重視す る 等の具体的な手段を導

入してい る 。

これに対 して， JTB および東京ガ ス の事例で

は， 年俸制と年功制との折衷がみられた。 例 え

ば， 業績期待給を決定す る 際に「短期的な業績

とともに長期的かつ定性的な目 標も織り込んだ

“総合目 標達成度”」が用いられたり， 業績評価

に「人間性， 気力 ・体力J といった情意考課に

該当す る 項目 が織り込まれていた。

年俸制導入は， 成果によ る 個人別処遇に結果

す る 。 年俸制を導入す る ことは， 従来の人事 ・

賃金シス テ ム とは根本的に異なった シス テ ム の

構築を要請す る ということであ る 。 この特質が

制度対象者 に対 して不利に働かないことが求め

られ る 。 そのために， 日 本IB Mのように， 評価

項目 や考課結果の公 開， あ る いは目 標 管理制度

の導入等の公 正性 ・納得性の確保等の手段を講

じ る 必要があ る 。 年俸制の適否を判ず る 一つの

ポ イ ン トは， 公 正性 ・納得性の確保をいかにお

こなうかにあ る 。 これが確保されないまま年俸

制が採用 ・運用されれば， 年俸制は， 制度対象

者 にとって企業の専断によって年収格 差が拡大

す る 制度， 人件費削減目 的に導入された制度と

してのみ認識され る だろう。

3 社を比較す る と， JTB および東京ガ ス の両

社は， 職務範囲の フレ キ シ ビ リティと査定範囲

の無限定な拡大によ る労働者 の企業への全人格

的投入という年功制のメリッ ト と， 成果に応じ

た個人別処遇がもたらす個別企業内での使用者

の賃金決定におけ る 裁量権の拡大， 人件費の削

減 ・変動費化という年俸制の メリッ ト との双方

ともを享受 しようと してい る と考えられ る 。

このために利用されてい る のが評価制度であ

る 。 つまり， 目 標 管理制度を導入 し， 制度対象

者 自らに目 標を決定させ る ことによって， 成果

に応じた処遇という結果に対す る 納得感を醸成

す る 。 その一方で， 評価項目 の中に短期的な営

業成績にによ る 測定が困難な人材育成や労務 管

理といった項目 を含んでい る 。 あ る いは， 職務

と直接関連性のない「人間性， 気力 ・体力」と

いった要素が業績評価に含んでい る 。 相反する

要素を混在させ る ことにより， 年俸制と年功制

の折衷が可能になってい る のであ る 。

以上の分析は， 3 社の事例に基づくものであ

り， この結果を持って全体的傾向と断ず る こと

はできない。 年俸制の特質は， 業種 ・企業規模

等様々な要因を加味 しなければならない。また，

実際に企業内でいかに運用されてい る か， 従来

の人事 ・賃金制度との連関についても検討を加

える 必要があ る 。これらは今後の課題と したい。
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